
第１章	総則
　【名	称】
第１条	本会は、熊本県立大学総合管理学会と称する。
　【事務所】
第２条	本会の事務所は、熊本県立大学総合管理学部資料室に置く。
　【目	的】
第３条	本会は、総合管理学（アドミニストレーション）に関わる研究および発表を目的とする。
　【事	業】
第４条	本会は次の事業を行う。
（1）機関誌『アドミニストレーション』の発行
（2）研究会、講演会の開催
（3）その他評議員会において適当と認めた事業

第２章	会員
　【会	員】
第５条	本会は、次の者をもってその会員とする。
（1）熊本県立大学総合管理学部の教授、准教授、常勤の講師および助手（普通会員）
（2）熊本県立大学大学院アドミニストレーション研究科の大学院生（院生会員）
（3）熊本県立大学総合管理学部の学生（学生会員）
（4）	熊本県立大学総合管理学部・大学院の卒業生および評議員会の承認を得て入会した者

（特別会員）
（5）	熊本県立大学名誉教授にして過去に本会の普通会員であった者、およびその他評議員

会において推薦した者（名誉会員）
　【会	費】
第６条	会員は、会費を納めなければならない。但し、名誉会員についてはこの限りではない。
　　２	会費については評議員会が別にこれを定める。
　【『アドミニストレーション』の無料配布】
第７条		会員は、無料にて『アドミニストレーション』の配布を受けることができる。但し、

発行日より５年経過した場合はこの限りではない。
（略）

第５章	著作権
　【著作権の帰属】
第１５条	熊本県立大学総合管理学会編『アドミニストレーション』に掲載した著作物の著作

権は、熊本県立大学総合管理学会に帰属する。
　　２	著作物の内容の責任は、著作者が負う。
付則

（略）
　この会則は、２００２年７月２５日から施行する。但し、第１５条については、熊本県立大
学総合管理学会編『アドミニストレーション』第１巻第１号に遡って適用されるものとする。

熊本県立大学総合管理学会
名誉会長　　手島　　孝（熊本県立大学名誉教授・元学長）
会　　長　　宮園　博光（熊本県立大学大学院アドミニストレーション研究科長）

熊本県立大学総合管理学会会則

51


	01-タイトルスクリーン_第30巻第1号
	02-故小泉和重教授の追悼文
	03-故小泉和重教授 近影写真
	04-目次（第30巻第1号）
	05-小泉和重教授 略歴
	06-追悼の辞
	07-井寺美穂「地域担当職員制度の可能性と課題」
	08-上拂耕生「台湾における『デジタル防疫』と個人情報保護」
	09-西森利樹「世帯員である重度知的障害者を虐待する弟を生活保護申請却下通知に同席させ定期預金の存在等を告知することは国賠法上違法であるとして原判決が変更された事例（福岡高宮崎支判令和4年11月9日判例集未登載）」
	10-英語目次（第30巻第1号）
	11-会則
	12-投稿執筆規定『アドミニストレーション』
	13-本号執筆者（第30巻第1号）
	14-奥付



